
 

 

 リハビリテーションセンター条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年５月29日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第54号 

   リハビリテーションセンター条例施行規則の一部を改正する規則 

 リハビリテーションセンター条例施行規則（平成５年岩手県規則第64号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（利用料金） （利用料金） 

第７条 次の各号に掲げる利用料金の額は、診療報酬の算定方

法（平成20年厚生労働省告示第59号。以下「算定方法」とい

う。）に定める１点単価の額に当該各号に掲げる点数を乗じ

て得た額とする。 

第７条 次の各号に掲げる利用料金の額は、診療報酬の算定方

法（平成20年厚生労働省告示第59号。以下「算定方法」とい

う。）に定める１点単価の額に当該各号に掲げる点数を乗じ

て得た額とする。 

(１)～(４) ［略］ (１)～(４) ［略］ 

(５) 後発医薬品のある先発医薬品であって別に厚生労働大

臣が定めるものの処方等又は調剤（別に厚生労働大臣が定

める場合を除く。）の利用料 

厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定

療養（平成18年厚生労働省告示第495号）第２条第15号に

規定する後発医薬品（以下「後発医薬品」という。）のあ

る同号に規定する新医薬品等（以下「先発医薬品」という

。）の薬価から当該先発医薬品の後発医薬品の薬価を控除

して得た価格に４分の１を乗じて得た価格を用いて算定方

法の例により算定した点数に100分の110を乗じて得た点数

とする。 

(５) 後発医薬品のある先発医薬品であって別に厚生労働大

臣が定めるものの処方等又は調剤（別に厚生労働大臣が定

める場合を除く。）の利用料 

厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定

療養（平成18年厚生労働省告示第495号）第２条第15号に

規定する後発医薬品（以下「後発医薬品」という。）のあ

る同号に規定する新医薬品等（以下「先発医薬品」という

。）の薬価から当該先発医薬品の後発医薬品の薬価を控除

して得た価格に２分の１を乗じて得た価格を用いて算定方

法の例により算定した点数に100分の110を乗じて得た点数

とする。 

(６)～(17) ［略］ (６)～(17) ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、令和８年６月１日から施行する。 
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